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本日、人事院は国会及び内閣に対し勧告を行いました。 

ご参考までにその骨子をお送りいたします。 

なお、勧告は人事院のホームページ(下記アドレス)に掲載されますので、詳細につきま

してはこちらをご確認ください。 

 

 

人事院ホームページ 

https://www.jinji.go.jp/ 

 

 

 

  

 

各都道府県人事担当課、市区町村担当課、指定都市給与担当課、

人事委員会事務局あてメールにて参考送付しております。 
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